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●連携会員選考の手続きフロー図

会長 幹事会

選考委員会

推薦書＊

現会員新連携会員

日本学術会議協力学術研究団体（総称）
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＊現会員及び現連携会員（連携会員（特任）を除く。以下同じ。）は、 幹事会が定めた
様式により、新たな会員候補者及び連携会員候補者を合わせて５人以内（うち会員
候補者は２人以内）推薦する。

任命を求める

現連携会員
（連携会員（特
任）を除く）

（会則８条４項）

（会則８条２項）

（会則８条１項）

（内規６条１項～４項）
（法１５条２項）

（会則３６条４項）

※ 法・・・・・ 日本学術会議法
会則・・・・日本学術会議会則
内規・・・・日本学術会議の運営に関する内規

会員経験者に
関する情報

収
集
に
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め
る

新連携会員候補者
名簿の提出

参考４




